（参考様式21）
農用地等を返還する際の原状回復等に関する確認書について

　農用地等に定植した果樹・茶や、附属物（ハウス等の施設）については、農地借受者が農用地等を返還する際に、撤去・原状回復に関して農地所有者とのトラブルが発生する場合があります。
　そのため、農地借受者、農地所有者間で作成する確認書の参考様式を作成しました。参考様式であるため、不要な項目を削除するなど、必要に応じて修正して活用してください。

＜想定される原状回復に関するトラブル＞
	項目
	内容

	返還時の整地等による原状回復内容
	（例）
・農用地等の貸借期間中に、農地借受者の都合で合意解約を行った。
・農地借受者は、露地野菜を栽培後、耕耘して農地所有者へ返還したところ、農地所有者から市町に対して、今後の保全管理のために、追加で転圧を行うように強く要求された。
（当時の対応等）
・市町が農地借受者と調整し、追加で鎮転圧を行うことになった。
⇒農地借受者、農地所有者間で返還時の原状回復内容について、認識が異なっていた。

	定植されていた果樹の枯死
	（例）
・農用地等の貸借期間中に、農地所有者が定植した果樹が枯死した。
・貸借期間終了後、農地借受者が枯死した状態で返還した。
・農地所有者から貸借を仲介したＪＡに相談があり、ＪＡが農地借受者と農地所有者間の調整を行った。
（当時の対応等）
・ＪＡが農地借受者を説得し、農地借受者が枯死した果樹の抜根、新植を行った。
⇒定植してあった果樹が枯死した場合の対応を明文化していなかった。

	自然災害による破損
	（例）
・農用地等の貸借期間中に、自然災害により土砂が流入した。
・農地借受者は耕作を続けられないため、解約を希望し、農地所有者は境界の明瞭化を希望した。
（当時の対応等）
・市町が両者と調整し、農地借受者が最低限の草刈りを行うことで合意解約を行った。
⇒農地借受者、農地所有者間で返還時の原状回復内容について、確認がされていなかった。


（参考様式21）
農用地等を返還する際の原状回復等に関する確認書

農地中間管理事業によって貸借した農用地等を返還する際の原状回復の条件等については、本確認書のとおり行う。
本確認書に記載されている原状回復の義務は、農地借受者が農地所有者に対して直接的に負うものとし、農地借受者及び農地所有者は、公益社団法人静岡県農業振興公社（以下「公社」という。）に、その義務を負わせないものとする。

１　対象農用地等　※貸借期間等は農用地利用集積等促進計画参照
（１）現在の状況　　　※必要に応じて行を追加
	土地番号
	市町名
	大字
	地番
	面積
(㎡)
	植栽樹種及び品種名
	植栽本数（本）
	備考

	1
	〇〇市
	〇〇
	1－1
	1,000
	茶
（やぶきた）
	1,800
	

	2
	〇〇市
	〇〇
	1－2
	500
	温州みかん（青島）
	600
	


（２）改植等の実施予定
	土地番号
	改植の実施予定
	枕地の確保等に伴う抜根

	
	
	植栽樹種
及び品種名
	植栽本数（本）
	時期
	
	抜根箇所

	1
	有無☐
	茶
（つゆひかり）
	1,800
	R○年度
	有無☐
	別添

	2
	有☐無☐
	
	
	
	有☐無☐
	


　　※枕地の確保等に伴う抜根がある場合は、抜根箇所がわかる航空写真等を添付

２　対象農地の原状回復及び形質変更への対応
農地借受者は、農地所有者に返還するにあたり、貸借期間終了後30日以内に以下の内容を実施する。
	項目
	土地番号
	実施の有無

	草刈りなど除草の実施	
	
	有　無☐

	秋整枝など整せん枝の実施
	
	有　無☐

	貸借時に植栽されていた果樹・茶が枯死等している場合は、新植して返還（枕地確保など機械化のための抜根を除く）
	
	有　無☐

	貸借後に定植した果樹・茶を抜根して返還
	
	有☐　無

	客土した場合には、客土前の状態へ戻して返還
	
	有☐　無

	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	
	有☐　無


　　※貸借前の状況がわかる写真を添付（必要に応じて）
３　附属物の内容及び原状回復等
農地借受者は、農地所有者に返還するにあたり、以下の内容を実施する。
（１）既に設置されている附属物等への対応
	土地番号
	既設の附属物名
(台数、規模等）
（設置者名）
	設置時期
	借受時
	返還時

	
	
	
	破損等
の有無
	具体的な状況
	修繕
交換
	収去
	具体的な
　収去方法等

	
	
	
	有
	無
	
	要
	不
	要
	不
	

	１
	防霜ファン
（地権者Ａ）
	R2.2
	☐
	
	異常なし
	☐
	
	☐
	
	破損がなければ補修不要

	2
	ビニールハウス
6m×30m単棟１棟
（耕作者Ｂ）
	H20.4
	
	☐
	被覆材劣化、骨組パイプ錆
	☐
	
	☐
	
	破損がなければ補修不要



（２）附属物を新設する場合
	土地番号
	新設する付属物名(台数、規模等）
（設置者名）
	設置者
	設置者の
収去義務
	設置
時期
	収去
時期
	具体的な
収去方法等

	
	
	
	要
	不
	
	
	

	2
	作業・資材用ハウス6m×15m　１棟
（耕作者Ｃ）
	農地借受者
	
	☐
	R○.○
	R○.○
	撤去



（３）その他附属物に関する契約等　　　※別紙で作成可
	土地番号
	附属物名
	内容
	備考

	２
	ビニールハウス（既存）
	当事者同士で賃貸借契約を締結済
	所有者了承済
契約書別添

	２
	栽培棚
	借受者が配置や仕様を変更した場合も返還する際は現状で返還する
	所有者了承済

	２
	ビニールハウス（新設）
	所有者の希望により契約終了後もそのまま残す。
	借受者了承済
無償譲渡



４　農地借受者の責任
（１）農地借受者は、農用地等及び植栽された樹木の維持管理を行う責任を負うものとし、適切な栽培管理を講じるよう努めるものとする。
（２）農地借受者は、農地所有者の許可なく伐根や改植を行ってはならないものとする。
（３）新たに果樹や茶等を植える場合は、農地所有者の許可を得ることとし、樹種や植栽計画を事前に報告するものとする。
（４）農地借受者は、農地所有者が定植した樹木や附属物に対して生じた破損、損傷または消失（以下、「損害」という。）が発生した場合は、直ちに農地所有者に対し連絡するものとする。
（５）農地借受者は、貸借期間中に農地所有者が定植した樹木や附属物に対して生じた損害について、次の条件に従い、損害賠償責任を負うものとする。
　　・農地所有者が定植した樹木や附属物の損害が、農地借受者の故意または過失によるものであると認められる場合、農地借受者はその修理または再取得に要する費用を負担する。
・損害賠償額は、損害が発生した時点における附属物の市場価値または修理に要する実費のいずれか高い方とする。
（６）農地借受者は、天災（地震、風水害、火災等）やその他不可抗力による損害については、その責任を負わないものとする。

５　その他確認事項
（１）本確認書に記載した以外の項目を実施する場合は、農地所有者、農地借受者間で協議して実施する。
（２）農用地等を返還する際の原状回復等に関して、農地所有者、農地借受者間の協議によって解決しない場合は、農用地等を所管する農業委員会に相談を行い、必要に応じて農地法第25条に基づく農業委員会による和解の仲介に関する申し立てを行うものとする。
（３）賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける土地の契約期間の更新又は再契約時には、新たに確認書の締結を行うものとする。

　上記の確認事項を証するため、この確認書２通を作成し、農地所有者及び農地借受者は署名又は記名押印の上、各自その１通を所持する。


令和　○年 ○月　○日

農地所有者（自署） 　住 　　　　 所　○○県○○市○○－○○
氏名又は法人名  ○○　○○　　　　　　　　　　　㊞
（ 代 表 者 名 ）
連    絡    先　○○○－○○－○○○○

農地借受者（自署） 　住 　　 　　所　○○県○○市○○－○○
氏名又は法人名  株式会社○○○○　　　　　　　　㊞
（ 代 表 者 名 ）代表取締役　○○　○○
連 　 絡  　先　○○○－○○－○○○○
○確認書作成のタイミング（参考）
既に附属物が設置されている農地を貸借する場合は、促進計画作成時に併せて確認書を作成する。

○２枚以上にわたる場合
それぞれの者が全てのページを継ぎ目に等分に係る契印を押すこと。




